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第一部 【ファンド情報】

 

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

主としてＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあ

ります。）受益証券への投資を通じて、ブラジル株式市場の動向を表す代表的株価指数であるボベスパ

指数
※1
を構成する株式を中心に投資を行います。ただし、米国株式預託証書（ADR）、海外株式預託証

書（GDR）、株価指数先物取引に投資する場合があります。

　なお、ファンドはボベスパ指数（円換算ベース）
※2
をベンチーマーク

※3
とします。

※1　ボベスパ指数は、サンパウロ証券取引所の最も流動性の高い銘柄群で構成される出来高加重トータルリターン指数です。

※2　ボベスパ指数（円換算ベース）は、ボベスパ指数を委託会社において円換算したものを使用いたします。

※3  ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。当ファン

ドは、ベンチマークに概ね連動する投資効果の実現を目指しますが、ベンチマークに連動することおよび投資効果がベンチマークを

上回ることを保証するものではありません。

 

②信託金限度額

5,500億円を上限とします。

ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

 

③ファンドの基本的性格

ファンドは、社団法人 投資信託協会の定める商品分類のうち追加型／海外／株式／インデックス型に

属します。

以下、社団法人 投資信託協会の定める商品分類・属性区分においてファンドが該当する部分を網掛け

表示しています。
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＜商品分類表＞

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉）

補足区分

単位型
追加型

国内
海外
内外

株式
債券

不動産投信
その他資産
資産複合

インデックス型
特殊型

 

※商品分類表における用語の定義

追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来
の信託財産とともに運用されるファンド

目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの
海外 組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする
株式 組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
インデックス型 各種指数に連動する運用成果を目指す

 

＜属性区分表＞

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
対象

インデックス

株式
一般
大型
中小型

債券
一般
公債
社債

その他債券
不動産投信
その他資産
（投資信託証券（株式
（一般))）
資産複合

資産配分固定型
資産配分変更型

年1回
年2回
年4回
年6回
（隔月）
年12回
（毎月）
日々
その他

グローバル（除
く日本）
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東
（中東）
エマージング

ファミリー
ファンド
ファンド・
オブ・ファ
ンズ

あり
なし

日経225
ＴＯＰＩＸ
その他の指数
（ボベスパ指
数 （ 円 換 算
ベース））

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載し

ております。

 

※属性区分表における用語の定義

目論見書または約款において以下の主旨の記載があるもの

その他資産（投資信託証
券（株式（一般）））
（注）

投資信託証券に主として投資するもののうち、当該投資信託証券への投
資を通じて株式（大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの）
に投資するもの

年1回 年1回決算する

中南米 組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする

ファミリーファンド 親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
く。）を投資対象として投資する

なし（為替ヘッジ） 為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う
旨の記載がないもの

その他の指数 連動する運用成果を目指す対象インデックス

(注)　前記の商品分類表においては投資対象資産を「株式」としておりますが、当ファンドはファミリーファンドによ

る投資を行いますので、属性区分表における投資対象資産は「その他資産（投資信託証券）」としております。
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④ファンドの特色

 

1.   ブラジルを代表する企業で構成された「ボベスパ指数」に概ね連動した投資成果を目指

します。

UBSブラジル・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、ブラジルを代表する企業の

株式を中心に投資を行います。ベンチマーク
※1
は、ボベスパ指数（円換算ベース）

※2
とします。

※1　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。当ファンド

は、ベンチマークに概ね連動する投資効果の実現を目指しますが、ベンチマークに連動することおよび投資効果がベンチマークを上

回ることを保証するものではありません。

※2　ボベスパ指数（円換算ベース）は、ボベスパ指数を委託会社において円換算したものを使用いたします。
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■ブラジル・ボベスパ指数とは

・ボベスパ指数は、ブラジル・サンパウロ証券取引所に上場されている、ブラジルの代表的な銘柄で構成された

株価指数です。

・ボベスパ指数に連動した成果を追求することで、ブラジルの主要企業の成長による投資成果を享受できます。

 

［ボベスパ指数の概要（2012年8月末現在）］

構成国 ブラジル

銘柄数 62銘柄

時価総額 約58兆円

［セクター構成比率（2012年8月末現在）］

出所：Bloomberg のデータをもとにUBSグローバル・アセット
・マネジメント株式会社作成

※上記のデータは過去のものであり、将来の動向を示唆、保証
するものではありません。

※四捨五入により、構成比率の合計が100%にならない場合があ
ります。

 
 

ボベスパ指数に
ついて
 
 

ボベスパ指数（IBOVESPA）とは、サンパウロ証券取引所（以下「ボベスパ」といいます。）が所有す
る商標であり、当ファンドにおいて当該指数を利用するにあたり、ユービーエス・グローバル・アセッ
ト・マネジメント株式会社にその利用許諾が与えられています。ボベスパは、当ファンドの発行、後援、
推薦、販売、もしくは販売活動を行うものではなく、またその運用につき一切の保証・責任を負うもので
はありません。また、ボベスパは、ボベスパ指数の運営管理上必要と認めるときは、当該指数の内容を変
更する権利を有します。

 

2.   原則として為替ヘッジは行いません。
実質的な外貨資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、基準価額は現地通貨（レア

ル）と日本円との為替動向を反映します。

 

3.   UBSグローバル・アセット・マネジメント・グループが運用を行います。
UBSグローバル・アセット・マネジメント・グループはUBSグループの資産運用部門として世界各国

に拠点を擁するグローバルな資産運用会社です。

・委託する範囲：有価証券等および通貨の運用

・委託先名称   ： UBSグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッド

（UBS Global Asset Management  （UK） Ltd）
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■各国株式市場の推移（過去5年間　2012年8月末現在）
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(2)【ファンドの沿革】

平成20年7月8日　ファンドの信託契約締結、設定日、運用開始

 

(3)【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み

 

 

■ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
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②委託会社の概況（平成24年8月末日現在）

 

１）資本金

22億円

 

２）沿革

平成 8年4月 1日ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立

平成10年4月28日ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更

平成12年7月 1日ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、

ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更

平成14年4月 8日ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に

商号変更

 

３) 大株主の状況

株　主　名 住　　所 持株数 持株比率

 
ユービーエス・
エイ・ジー

スイス共和国 バーゼルCH-4051
エーシェンフォルシュタッド 1
スイス共和国 チューリッヒ CH-8098
バーンホッフシュトラッセ 45

21,600株 100.00%
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２【投資方針】

(1)【投資方針】

ＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成

長をめざします。

＜投資態度＞

①  マザーファンド受益証券を通じて、ブラジル株式市場の動向を表す代表的株価指であるボベスパ指数
※1
を構成する株式を中心に投資を行います。ただし、米国株式預託証書（ADR）、海外株式預託証書

（GDR）、株価指数先物取引に投資する場合があります。

②  ベンチマークを、ボベスパ指数（円換算ベース）
※2
とします。

③  投資成果を、ベンチマークであるボベスパ指数（円換算ベース）に概ね連動させるように運用を行い

ます。

④  実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤  信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を

行うことがあります。

⑥  マザーファンドの組入れについては高位を維持することを基本とします。

⑦  資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。

※1　ボベスパ指数は、サンパウロ証券取引所の最も流動性の高い銘柄群で構成される出来高加重トータルリターン指数です。

※2　ボベスパ指数（円換算ベース）は、ボベスパ指数を委託会社において円換算したものを使用いたします。

 

(2)【投資対象】

 [投資対象とする資産の種類]

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託

及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）および特定資産以外の資産

とします。

１）特定資産

1．有価証券

2．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。）に係る権利のう

ち、次に掲げる権利

(1)有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同

じ。）に係る権利

(2)有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以

下同じ。）に係る権利

(3)有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以

下同じ。）に係る権利

(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に

係る権利

(5)有価証券先渡取引（金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。）に係る

権利

(6)有価証券店頭指数等先渡取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいま

す。）に係る権利

(7)有価証券店頭オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをい

います。）に係る権利

(8)有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいい

ます。）に係る権利

(9)金融先物取引（証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成18年法第66号）第1条の規定による廃止前の金融先物取引法（昭和63年法第77

号）第2条第１項に規定するものをいいます。）に係る権利

(10)金融デリバティブ取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する

内閣府令（平成19年内閣府令第61号）第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
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関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号）第4条各号に規定するものをいい、金融先

物取引を除きます。）に係る権利（(1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きま

す。）

3.約束手形（金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)

4.金銭債権

２）次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

 

[有価証券]

委託会社は、信託金を、主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会

社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ＵＢＳブラジル・イ

ンデックス・マザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定によ

り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1.株券または新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付

社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権のうち会社

法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株

予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行

前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転

換社債型新株予約権付社債」といいます。）

6.特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める

ものをいいます。）

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

す。）

9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条

第1項第8号で定めるものをいいます。）

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株

予約権証券

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11の証券または証書の性質を有するもの

13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま

す。）

14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも

のをいいます。）

15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第１項第18号で定めるものをいいます。）

16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。）

17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。）

20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に表示されるべきもの
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22.外国の者に対する権利で21の有価証券の性質を有するもの

なお、1の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち1の証券の性質を有するものを以下

「株式」といい、2から6までの証券および12ならびに17の証券または証書のうち2から6までの性質を有

するものおよび14に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13および14の証券（た

だし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

 

[金融商品]

委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用指図することができます。

1.預金

2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの

 

[金融商品による運用の特例]

前記にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要

と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。

 

[その他の投資対象]

信用取引、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引、有価証券の貸付、有価証券の空

売り、有価証券の借入、為替予約取引、資金の借入等の指図を行うことができます。
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(3)【運用体制】

 

※上記の体制は今後変更される場合があります。

（平成24年8月末現在）

 

＜運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理＞

ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部（15～20名程度）は、運用に関する社内規則を遵守するこ

とが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定さ

れており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取

引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を

設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。

当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取って

おります。

 

EDINET提出書類

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社(E12473)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

12/81



＜内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織＞

投資政策委員会：

投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として投資政策委員会を経営委員会直属の機関とし

て設置しております。投資政策委員会は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて招集

し、その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長またはそ

の代理の5～10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人と

して出席させることができます。

 

業務承認委員会：

商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客との取

引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレビュー

し、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委員会は、原

則として案件の申請者または議長である商品本部長が招集し、その議事運営には、社長、チーフ・オペレー

ティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営業本部長、運用本部長、管理

本部長、商品本部長、リーガル＆コンプライアンス部長、経理部長、またはその代理の8～10名程度が構成員と

して参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。

 

リスク委員会：

業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認などの

総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、業務上のリスクの

所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認識しているリスクのモニ

タリング状況や投資ガイドラインの遵守状況などの確認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議す

る機関として、経営委員会直属であるリスク委員会を設置しております。リスク委員会は、原則として議長で

あるチーフ・オペレーティング・オフィサーが毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、

チーフ・オペレーティング・オフィサー、リーガル＆コンプライアンス部長、運用本部長、機関投資家営業本

部長、投信営業本部長、商品本部長、管理本部長、経理部長の10名程度の構成員が参加しております。なお、議

長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
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＜マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先の概要＞

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

委託先の所在地 21 Lombard Street, London EC3V 9AH United Kingdom

委託の費用

上記の委託先が受ける報酬は、信託財産中から直接支弁することは行わず、委
託会社が受ける報酬から支弁するものとします。また、その報酬の額および支
弁の時期は、委託会社と当該委託を受ける者との間で別に定めるものとしま
す。

委託の中止等

上記の委託先が、法律に違反した場合、ファンドの信託約款の違反となる運用
の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた
場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託会社は、運用の指
図に関する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することができ
ます。

 

 

(4)【分配方針】

毎決算時（毎年7月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行

います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属す

る配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を

含みます。以下同じ）と売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。）

等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社

の判断で、分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本

部分と同一の運用を行います。

（注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則とし

て決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。

    　なお、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、原則として分配金は税引き後、無手数料で再

投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

(5)【投資制限】

[信託約款による投資制限]

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とし

ます。

③投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額

5％以内とします。

④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において当該株式の信託財産の純資産総額に対する割

合として当該株式のボベスパ指数における構成比率＋5％以内とします。

⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の

純資産総額の10％以内とします。

⑥同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ

とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の

定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

（先物取引等の指図）
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委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場等にお

けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めて取扱うものとします。

（スワップ取引の指図）

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（金融商品取引法第第28条第8項第3号

ニおよび28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。）等を行うことの指図をすることができま

す。

（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先

渡取引を行うことの指図をすることができます。

上記「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい

います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期

間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に

基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値

と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当

事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値

で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

上記「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為

替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売

買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のスワップ幅

（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差

を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ

る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額

を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭ま

たはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ

幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定め

た金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替

取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日にお

ける指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい

ます。

上記「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決

済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した

ときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

⑧外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑨その他の投資制限

（信用取引の指図）

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図

をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行

うことの指図をすることができるものとします。

（有価証券の貸付の指図）

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の

指図をすることができます。

（有価証券の空売りの指図）

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借

り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について

は、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものと
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します。

（有価証券の借入の指図）

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま

す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指

図を行うことができます。

（外国為替予約の指図）

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち

信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド

の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合

計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができ

ます。

（資金の借入の指図）

委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い

資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的

として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市

場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等

の運用は行わないものとします。

 

[法令による投資制限]

①　同一法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資

信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数

に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得

することを受託会社に指図しないものとします。

②　デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変

動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な

方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ

ブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権

付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないもの

とします。
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<ＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンドの概要>

投資方針

① ブラジル株式市場の動向を表す代表的株価指であるボベスパ指数を構成
する株式を中心に投資を行います。ただし、米国株式預託証書（ADR）、海
外株式預託証書（GDR）、株価指数先物取引に投資する場合があります。

② ベンチマークを、ボベスパ指数（円換算ベース）※1とします。
③ 投資成果を、ベンチマークであるボベスパ指数（円換算ベース）に概ね連
動させるように運用を行います。

④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワッ
プ等のデリバティブ取引を行うことがあります。

⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない
場合があります。

⑦ UBSグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドに、運用の指
図に関する権限を委託します。

※1　ボベスパ指数（円換算ベース）は、ボベスパ指数を委託会社において円換算したものを使用いた
します。

主な投資対象

この投資信託は、ブラジル株式市場の代表的株価指数であるボベスパ指数※2
に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
※2　ボベスパ指数は、サンパウロ証券取引所の最も流動性の高い銘柄群で構成される出来高加重トー
タルリターン指数です。

主な投資制限

① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の20％以内とします。

③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額5％以内とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において当該株式の信託財産の純
資産総額に対する割合として当該株式のボベスパ指数における構成比率
＋5％以内とします。

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
において信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1
項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得
時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑦ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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３【投資リスク】

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてブラジルの株式等に投資を行いますので、実
質組入株式の価格の下落や当該株式等の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基
準価額が下落し、損失を被ることがあります。また原則として為替ヘッジを行いませんので、
投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全
て投資家の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。

ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。

（1）株式の価格変動リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また、株価

は、短期的または長期的に大きく変動することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合に

は、基準価額が下落する要因となります。

・信用リスク

株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくな

る場合があり、基準価額に影響を与える要因になります。

 

（2）カントリー・リスク

外国証券への投資には、当該国・地域の政治・経済および社会情勢の変化により混乱が生じた場

合には基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。

また、当ファンドの主要投資対象国であるブラジルには主に次のようなリスクがあり、これらのリ

スクはファンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。

・　先進国と比較して一般的に政治・経済および社会情勢等が著しく変化する可能性がありま

す。

・　資産の移転に関する規制、外国人による投資規制等の導入等の可能性があります。

・　先進国と比較して一般的に法制度や社会基盤が未整備であり、情報開示等の基準が異なるこ

とから、正確な情報の確保が困難となる可能性があります。

 

（3）為替変動リスク

外貨建資産を円貨ベ－スにした場合、その資産価値は、為替レ－トの変動により影響を受けること

になります。為替レ－トは短期間に大幅に変動することがあります。したがって、為替の変動に伴

い、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。為替レ－トは一般に、外国為替市場の需

給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されま

す。また、為替レ－トは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動す

る可能性があります。

 

（4）その他

《基準価額と指数の連動性に関する留意点》

当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドは、ボベスパ指数（円換算ベース）に概ね連

動するように運用を行いますが、当ファンドの基準価額の騰落率とベンチマークであるボベス

パ指数（円換算ベース）の騰落率とは必ずしも一致しません。これは、主として、流動性確保の

ために資産の一部を短期金融資産（ＣＰ、譲渡性預金、コール・ローン等）で運用すること、資

金の出入りと実際の組入株式等の売買のタイミングのずれや、組入株式等の売買・評価価格と

指数のずれがあること、ならびに当ファンドにおいて信託報酬やその他諸費用（信託財産にか

かる租税等を含みます。）を負担することなどによるものです。
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したがいまして、当ファンドは、基準価額がボベスパ指数（円換算ベース)の騰落率に連動する

こと、または同指数を上回ることを保証するものではありません。

また、ブラジル市場の構造変化、指数公表の停止などにより当該指数の参照が困難となった場

合等には、ベンチマークを見直すことまたは指数との連動を終了し、償還することがあります。

《短期金融商品の信用リスク》

ファンド資産を現地通貨建ての短期社債および短期金融商品で運用する場合、債務不履行によ

り損失が発生する可能性があります。

《買付および換金申込に係る制限》

・ 買付または換金の申込日が、サンパウロ証券取引所の休業日またはサンパウロの銀行、ロン

ドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、当該買付または換金の

申込みは受付けません。

・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを

得ない事情があるときは、買付および換金の申込みの受付けを中止することおよび既に受付

けた当該各申込を取り消すことがあります。

《クーリング・オフ》

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。

《分配金に関する留意点》

分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含み

ます。）を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけ

るファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分

配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま

す。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場

合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純

資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

 

投資信託に関する一般的なリスク

 

1. 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。

2. 信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状

況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあ

ります。

3. 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を

直前の市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額は下

落する要因となり、損失を被ることがあります。

4. 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、

経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当

ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性が

あります。

 

投資信託に関する一般的な留意事項

 

1. 投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構

の保護の対象ではありません。

2. 投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。投資した資産価値

の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。
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リスク管理体制

委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインに

従って執行します。

取引の管理については、管理部門が運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運用結

果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。

また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運

用について検証が行われます。

また、委託会社は、運用指図権限の委託先とファンドの運用方針に基づくガイドライン等を規定した運用委

託契約を締結し、運用状況、ガイドラインの遵守状況をモニタリングします。
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４ 【手数料等及び税金】

 

(1)【申込手数料】

買付申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜3.00％）以内で販売会社が独自に定める率を乗

じて得た額とします。

「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

詳しくは、販売会社または下記までお問い合わせください。

委託会社のホームページ　　http://www.ubs.com/japanfunds/

委託会社の電話番号　　　　03-5293-3700（営業日の9：00～17：00）
 

(2)【換金（解約）手数料】

①　換金手数料　

換金手数料はありません。

　 ②　信託財産留保額
＊

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.3％の率を乗じて得た額

　　　 ＊信託財産留保額とは償還時まで投資を続けられる投資家との公平性に資するために導入されたもの

で、信託財産中に留保され、運用資金の一部となります。
 

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の料率を乗じて得た額としま

す。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中か

ら支弁するものとします。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財

産中から支弁します。（年率表示、カッコ内は税抜表示）

合計 委託会社 販売会社 受託会社

1.5435％
（1.47％）

0.735％
（0.70％）

0.735％
（0.70％）

0.0735％
（0.07％）

マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払わ

れます。
 

(4)【その他の手数料等】

信託財産に関する以下①および②の費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、

原則として発生の都度、信託財産中から支弁します。

①　売買委託手数料

組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等。

②　信託事務の諸費用

信託財産に関する租税（ブラジル市場における金融取引税
＊
（IOF）を含みます。）、信託事務の処理

に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
＊
当ファンドが、為替取引を伴うブラジル株式投資を行う際にかかる金融取引税は平成24年8月末現

在ありません。なお、ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合等には、税率および取扱い

が変更になることがあります。

③　その他、以下の諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支

弁することができます。

1.　信託財産に係る監査費用

2.　受益権の管理事務に関連する費用

3.　有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用

4.  目論見書の作成、印刷および交付に係る費用

5.　信託約款の作成、印刷および届出に係る費用

6.　運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用

7.　ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
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係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用

委託会社は、上記1から7の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結

果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1％を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、

実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会

社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、こ

れを変更することができます。

上記1から7の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期

間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支

弁されます。

④　その他の手数料等のうち、①および②は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額

および計算方法を表示することができません。

　　受益者が直接および間接的に負担する費用の合計は、信託財産の規模、保有期間等により異なりますの

で、表示することができません。
 

(5)【課税上の取扱い】

①　個人の受益者に対する課税

[収益分配時]

収益分配時の普通分配金については、配当所得として課税が行われ、下記の表の期間に応じた税率によ

り源泉徴収が行われ、確定申告は不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税

（配当控除は適用されません。）を選択することができます。

 

[一部解約時および償還時]

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みま

す。）を控除した利益は、譲渡所得とみなして課税が行われ、下記の表の期間に応じた税率による申告

分離課税が適用となります。なお、特定口座（源泉徴収選択口座）をご利用の場合は確定申告は不要で

す。

 

期間 税率

平成24年12月31日まで10％（所得税7％および地方税3％）

平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで

10.147％（所得税7％、復興特別所得税0.147％
（注）および地方税3％）

平成26年1月1日から 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％
（注）および地方税5％）

（注）平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別

所得税が課されます。

 

＜損益通算＞

一部解約時および償還時の損益については、確定申告により上場株式等の譲渡損益および申告分離課

税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能となります。

 

②　法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償

還時の個別元本超過額については、下記の表の期間に応じた税率で源泉徴収され、法人の受取額となり

ます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドについては、益金不算入制度は適用されませ

ん。

 

期間 税率

平成24年12月31日まで7％（所得税7％）
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平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで

7.147％（所得税7％および復興特別所得税0.147％
（注））

平成26年1月1日から 15.315％（所得税15％および復興特別所得税
0.315％（注））

（注）平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別

所得税が課されます。

 

③　個別元本について

追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)に

あたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回買付した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど

当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で買付する場合については各販売会社毎に個別元本の算出が

行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを買付する場合には当該支店毎

に、個別元本の算出が行われる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払

戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

④　分配金の課税

追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が分配金を受け取る際、

(イ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本

を上回っている場合には、当該分配金の全額が普通分配金となり、

(ロ)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分

の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した

額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元

本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

なお、税法等が改正された場合には、前記の内容は変更となる場合があります。
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＜参考情報＞
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５【運用状況】

（1）【投資状況】

（2012年8月31日現在）

資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 4,520,280,60399.16

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 38,176,717 0.83

合計（純資産総額） － 4,558,457,320100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（参考）ＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンド

（2012年8月31日現在）

資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 ブラジル 4,442,387,12498.27

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 78,042,454 1.72

合計（純資産総額） － 4,520,429,578100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

主要銘柄の明細（2012年8月31日現在）

国／
地域

種類 銘柄名 数量
帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
(％)

日本
親投資信託
受益証券

ＵＢＳブラジル・インデック
ス・マザーファンド 8,641,331,6840.51644,462,383,6820.52314,520,280,60399.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

種類別投資比率（2012年8月31日現在）

投資有価証券の種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.16

合計 99.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。（2012年8月31日現在）

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。（2012年8月31日現在）

EDINET提出書類

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社(E12473)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

26/81



（参考）ＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンド

 

①投資有価証券の主要銘柄

主要銘柄の明細（2012年8月31日現在）

国／地域 種類 銘柄名
 

業種 数量
帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
(％)

ブラジル 株式 PETROLEO BRASILEIRO SA-PFエネルギー 491,075736.70361,776,916807.30396,447,2048.77

ブラジル 株式 VALE SA-PF A 素材 285,3551,527.63435,917,1361,240.11353,873,9867.82

ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF銀行 202,9001,125.39228,342,0571,247.02253,021,3725.59

ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PF銀行 142,2161,179.11167,688,3211,293.06183,895,1004.06

ブラジル 株式 BANCO DO BRASIL SA銀行 176,271748.21131,888,606897.47158,198,6923.49

ブラジル 株式 BM&F BOVESPA SA 各種金融 368,038425.90156,749,960420.15154,631,7173.42

ブラジル 株式 GERDAU SA-PF 素材 200,934678.76136,387,026699.86140,627,4373.11

ブラジル 株式
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPACOES 耐久消費財・アパレル 879,254128.94113,379,409149.64131,574,2062.91

ブラジル 株式
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU
 SA-PF 銀行 347,743337.27117,284,081367.58127,824,9712.82

ブラジル 株式 PETROLEO BRASILEIRO SAエネルギー 149,572762.79114,092,863833.01124,595,3752.75

ブラジル 株式 VALE SA 素材 88,9751,561.65138,948,6091,258.53111,978,2402.47

ブラジル 株式
OGX PETROLEO E GAS 
PARTICIPACOES SA エネルギー 466,968234.10109,318,222230.60107,684,5482.38

ブラジル 株式 HYPERMARCAS S.A
家庭用品・パーソナル
用品 175,210466.5781,749,341519.1490,959,5882.01

ブラジル 株式

CYRELA BRAZIL REALTY SA 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPACOES 耐久消費財・アパレル 139,059572.4879,608,551647.3090,013,1541.99

ブラジル 株式 GAFISA SA 耐久消費財・アパレル 545,20893.6251,043,899157.3185,770,4861.89

ブラジル 株式
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES 
SA 耐久消費財・アパレル 183,451386.7670,953,269447.0182,004,5231.81

ブラジル 株式 REDECARD SA
ソフトウェア・サービ
ス 57,6401,266.2072,984,3441,296.9074,753,6611.65

ブラジル 株式 CIELO SA
ソフトウェア・サービ
ス 30,1432,309.8769,626,5312,338.6570,493,9721.55

ブラジル 株式
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 
GERAIS-PF A 素材 228,958253.2857,992,079302.3569,226,7331.53

ブラジル 株式 CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-PF食品・飲料・タバコ 23,3672,960.2469,172,0562,883.5067,378,8731.49

ブラジル 株式 BRF - BRASIL FOODS SA食品・飲料・タバコ 53,2151,132.2960,255,2751,243.1866,156,2491.46

ブラジル 株式 CCR SA 運輸 84,896634.2553,845,805683.7558,047,9281.28

ブラジル 株式 NATURA COSMETICOS SA
家庭用品・パーソナル
用品 28,9761,778.8351,543,4701,960.7056,813,4461.25

ブラジル 株式 LOJAS RENNER S.A.小売 21,1902,162.9145,832,2092,570.7854,475,0401.20

ブラジル 株式
CIA ENERGETICA DE MINAS 
GERAIS-PF 公益事業 37,3601,458.4454,487,4561,405.1052,494,8871.16

ブラジル 株式 BR MALLS PARTICIPACOES SA不動産 53,593875.2146,905,649978.4352,437,2661.16

ブラジル 株式 BANCO SANTANDER BRASIL SA-UNIT銀行 88,878596.2652,995,267583.2251,835,7821.14

ブラジル 株式 LOJAS AMERICANAS SA-PF小売 86,727505.7143,859,283565.9549,083,7961.08

ブラジル 株式 MARFRIG ALIMENTOS SA食品・飲料・タバコ 103,273361.8237,367,176448.5446,322,6181.02

ブラジル 株式 OI SA-PF 電気通信サービス 154,818351.9254,484,796297.3646,037,8411.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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種類別及び業種別投資比率 （2012年8月31日現在）

種類 国内／外国 業種
投資比率
（％）

  素材 21.08

  銀行 17.13

  エネルギー 14.92

  耐久消費財・アパレル 10.22

  食品・飲料・タバコ 6.08

  公益事業 5.04

株式 外国 運輸 4.25

  小売 3.53

  各種金融 3.42

  家庭用品・パーソナル用品 3.26

  ソフトウェア・サービス 3.21

  電気通信サービス 2.90

  不動産 1.16

  食品・生活必需品小売り 0.81

  ヘルスケア機器・サービス 0.69

  資本財 0.49

合計 98.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価比率をいいます。

 

②投資不動産物件

該当事項はありません。（2012年8月31日現在）

 

③その他投資資産の主要なもの

（先物） （2012年8月31日現在）

資産の
種類

地域 取引所 資産の名称
買建/
売建

数量 通貨 帳簿価額 評価額 評価額（円）
投資
比率
(％)

株価指数
先物取引 ブラジル

サンパウロ証券・
商品・先物取引所 BOVESPA INDEX買建 35

ブラジル
・レアル 2,096,742.52,017,64577,417,0381.71

 

（為替予約） （2012年8月31日現在）

資産の種類 数量 帳簿価額 評価額（円）
投資
比率
（％）

為替予約取引 売建 米ドル 500,318.2739,300,00039,320,012△0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

2012年8月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

 
純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

1口当たり
純資産額（円）
（分配落）

1口当たり
純資産額（円）
（分配付）

第1期計算期間末
（2009年7月10日） 10,738 10,738 0.5651 0.5651
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第2期計算期間末
（2010年7月12日） 13,400 13,400 0.7631 0.7631

第3期計算期間末
（2011年7月11日） 8,140 8,140 0.7332 0.7332

第4期計算期間末
（2012年7月10日） 4,596 4,596 0.4895 0.4895

2011年8月末日 6,657 － 0.6160 －

2011年9月末日 5,248 － 0.5151 －

2011年10月末日 6,169 － 0.6189 －

2011年11月末日 5,237 － 0.5366 －

2011年12月末日 5,122 － 0.5388 －

2012年1月末日 5,879 － 0.6248 －

2012年2月末日 6,690 － 0.7133 －

2012年3月末日 6,378 － 0.6643 －

2012年4月末日 5,653 － 0.6090 －

2012年5月末日 4,414 － 0.4768 －

2012年6月末日 4,233 － 0.4538 －

2012年7月末日 4,603 － 0.4945 －

2012年8月31日 4,558 － 0.4948 －

 

②【分配の推移】

期　間 1口当たりの分配金（円）

第1期計算期間 0.0000

第2期計算期間 0.0000

第3期計算期間 0.0000

第4期計算期間 0.0000

 

③【収益率の推移】

期　間 収益率（%）

第1期計算期間 △43.5

第2期計算期間 35.0

第3期計算期間 △3.9

第4期計算期間 △33.2

 

(4)【設定及び解約の実績】

期　間 設定口数 解約口数

第1期計算期間 27,447,069,245 8,445,306,778

第2期計算期間 10,563,324,273 12,004,002,829

第3期計算期間 1,257,078,747 7,714,750,136

第4期計算期間 2,071,004,903 3,785,243,521

(注）第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（申込期間）

・ 平成24年10月10日から平成25年4月9日まで

なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

 

（買付の受付）

・  原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに、買付申込が行なわれ、かつ買付申込にかかる販

売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。

・  分配金の受取方法により「自動けいぞく投資コース」と「分配金支払いコース」が選択できま

す。取扱いコースにつきましては、販売会社にお問い合わせください。

・ 「自動けいぞく投資コース」をご利用の場合、買付申込者は、販売会社と「自動けいぞく投資約

款」に基づく分配金再投資に関する契約（同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また

は規定）を締結していただきます。

 

※  買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの

受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者に

かかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の

支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行な

うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替

口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行な

うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に

したがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信

託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ

当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

（買付単位）

・　1万円以上1円単位または1万口以上1口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位としま

す。

    収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

　　　詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

委託会社のホームページ　http://www.ubs.com/japanfunds/

委託会社の電話番号　03-5293-3700　（営業日の9：00～17：00）

 

（買付価額）

・  買付申込受付日の翌営業日の基準価額とします。（基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口＝

1円）

※  「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準

価額とします。

 

(買付時の申込手数料)

・  買付申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.00％）以内で販売会社が独自に定める率

を乗じて得た額とします。

・  「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金から税金等を差引いた額を自動的に再投資す

る場合は、無手数料とします。

詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

委託会社のホームページ　http://www.ubs.com/japanfunds/

委託会社の電話番号　03-5293-3700　（営業日の9：00～17：00）
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（買付代金のお支払い）

・　販売会社の指定する期日までに申込代金をお申込みの販売会社にお支払いください。

 

（受付の中止等）

・  金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規

制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流

動性の極端な減少等。）があるときは買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申

込を取消すことがあります。

・  投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付申込の受付を制限する場合があります。

 

（買付申込不可日）

・  お申込日が、サンパウロ証券取引所の休業日またはサンパウロの銀行、ロンドンの銀行もしくは

ニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、買付申込は受付けません。

 

２【換金（解約）手続等】

（換金の受付）

・　原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに、換金申込が行なわれ、かつ換金申込にかかる販売

会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。

 

（換金単位）

・　1口単位とします。

 

（換金（解約）価額）

・　換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。

※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第１　ファンド状況　４　手数料等及び税金」をご覧

ください。

※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

（信託財産留保額）

・　換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3％

 

（換金代金の支払い）

・　原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

 

（換金申込受付の中止等）

・　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規

制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流

動性の極端な減少等。）があるときは換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた

換金のお申込みを取消すことがあります。

・　前記の換金のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換

金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申込みを撤回しない場合には、当該

受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申込みを

受付けたものとして計算された価額とします。

 

（換金申込不可日）

・　お申込日が、サンパウロ証券取引所の休業日またはサンパウロの銀行、ロンドンの銀行もしくは
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ニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、換金のお申込みは受付けません。

 

※換金（解約）の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口

数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
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３【資産管理等の概要】

 

(1)【資産の評価】

（基準価額の算定）

・　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま

す。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し

て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、

計算日における受益権総口数で除した1口当たりの金額をいいます。ファンドの場合、1万口当たり

で表示されます。

なお、外貨建資産（外貨建有価証券、預金およびその他の資産をいいます。）の円換算については、

原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

 

（基準価額の算出頻度と公表）

・　基準価額は、委託会社において毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせ頂くことにより知るこ

とができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また委託会社の

ホームページでご覧いただくことも出来ます。

委託会社のホームページ　http://www.ubs.com/japanfunds/

委託会社の電話番号　03-5293-3700　（営業日の9：00～17：00）

 

(2)【保管】

受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発

行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

無期限とします。

ただし、後記「(5)その他[信託の終了]」による場合はこの限りではありません。

 

(4)【計算期間】

原則として毎年7月11日から翌年7月10日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休

業日のときは、その翌営業日を計算期間終了日とします。

 

(5)【その他】

[信託の終了]

（信託契約の解約）

ａ． 委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め

るとき、信託契約の一部解約により純資産総額がファンド30億円を下回ることとなったとき、

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を

終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届け出ます。

ｂ． 委託会社は、前記ａ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行

ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの

事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約に係る知れている受益者に対し、書面を

もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｃ． 前記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。）は受益権の口数に応じて、

議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない

ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

ｄ． 前記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者
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の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

ｅ． 前記ｃ．からｄ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい

て、当該提案につき、信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生

じている場合であって、ｂ.からｄ.までに規定する信託契約の解約の手続を行なうことが困難

な場合には適用しません。

 

（信託契約に関する監督官庁の命令）

委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を

解約し信託を終了させます。

 

（委託会社の登録取消等に伴う取扱い）

・　委託会社が監督官庁より登録取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託

会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。

・　前記の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に

引き継ぐことを命じたときは、信託は、後記[信託約款の変更]の書面決議が否決となる場合を除

き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

 

（受託会社の辞任および解任に伴う取扱い）

・　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に

違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受

益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁

判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記[信託約款の変更]の規定にしたがい、新受託会

社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな

いものとします。

・　委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

 

[運用報告書の作成]

委託会社は、計算期間の終了日毎（毎年7月）に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証

券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に対して交

付します。

 

[信託約款の変更] 

ａ．　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併

合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し

ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は[信託約款の変更]に

定める以外の方法によって変更することができないものとします。

ｂ．　委託会社は、前記ａ．の事項（前記ａ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す

る場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書

面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更

等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款に係る知

れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｃ．　前記 ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンド

の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。）は受益権の

口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決

権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
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す。

ｄ．　前記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

ｅ．　書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

ｆ．　前記ｂ．からｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお

いて、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときには適用しません。

ｇ．　前記ａ．からｅ．にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に

あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ

れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

 

[関係法人との間の契約書の内容について]

　　　　　i.  委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託の募集・販売等に関する契約」（同様の権利義務

を規定する名称の異なる契約を含みます。）は、契約終了の3ヶ月前までに当事者の一方から別

段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

         ii.  マザーファンドの投資顧問会社との投資顧問契約は、マザーファンドの信託期間終了まで存続

します。ただし、当事者の一方が、相手方に30日前までに通知をなすことにより契約を終了させ

ることができます。

 

４【受益者の権利等】

 

受益者の有する主な権利は次のとおりです。

(1) 収益分配金受領権

受益者は、収益分配金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則とし

て決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。

なお、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、原則として分配金は税引き後、無手数料で再

投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利

を失い受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(2) 償還金受領権

受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起算して5営

業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託

終了日以前に設定された受益権で買付申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され

ている受益権については原則として買付申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その

口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が信託の償還をするのと引換えに、当該償還にか

かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等

の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。

ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

 

(3) 一部解約の実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について原則として毎日、販売会社を通じて、委託会社に対して一部
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解約の実行を請求する権利を有します。

受取代金の支払いは、販売会社の本・支店・営業所等において、原則として解約請求の受付日から起

算して6営業日目からお支払いいたします。

 

(4) 帳簿閲覧権

受益者は委託会社に対して、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求す

る権利を有します。

 

(5) 反対者の買取請求権

信託約款の解約または重大な約款の変更等が行なわれる場合において、書面決議において当該議案に

反対した受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をする

ことができます。この買取請求の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記の「[信託の終了](信

託契約の解約)ｂ.」または「[信託約款の変更]ｂ.」に規定する書面に付記します。
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第３【ファンドの経理状況】
 
(1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。

　　 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成23年7月12日から平
成24年7月10日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ＵＢＳブラジル・インデックス・ファンド

(1)【貸借対照表】
(単位：円)

前期
平成23年 7月11日現在

当期
平成24年 7月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 163,829,940 50,973,360

親投資信託受益証券 8,057,154,375 4,548,985,536

未収入金 56,000,000 45,000,000

未収利息 224 69

流動資産合計 8,276,984,539 4,644,958,965

資産合計 8,276,984,539 4,644,958,965

負債の部

流動負債

未払解約金 62,351,985 4,924,979

未払受託者報酬 3,420,522 2,035,537

未払委託者報酬 68,410,405 40,710,824

その他未払費用 1,904,032 940,831

流動負債合計 136,086,944 48,612,171

負債合計 136,086,944 48,612,171

純資産の部

元本等

元本 11,103,412,522 9,389,173,904

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,962,514,927 △4,792,827,110

（分配準備積立金） 402,619,168 387,379,593

元本等合計 8,140,897,595 4,596,346,794

純資産合計 8,140,897,595 4,596,346,794

負債純資産合計 8,276,984,539 4,644,958,965
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位：円)

前期
自 平成22年 7月13日
至 平成23年 7月11日

当期
自 平成23年 7月12日
至 平成24年 7月10日

営業収益

受取利息 58,082 33,019

有価証券売買等損益 △69,755,572 △2,458,368,839

営業収益合計 △69,697,490 △2,458,335,820

営業費用

受託者報酬 7,950,261 4,250,658

委託者報酬 159,005,096 85,013,141

その他費用 3,800,477 1,942,335

営業費用合計 170,755,834 91,206,134

営業利益又は営業損失（△） △240,453,324 △2,549,541,954

経常利益又は経常損失（△） △240,453,324 △2,549,541,954

当期純利益又は当期純損失（△） △240,453,324 △2,549,541,954

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

126,083,533 △479,510,308

期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,160,459,288 △2,962,514,927

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,825,611,988 1,040,374,247

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

1,825,611,988 1,040,374,247

剰余金減少額又は欠損金増加額 261,130,770 800,654,784

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

261,130,770 800,654,784

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,962,514,927 △4,792,827,110
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(3)【注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基
づいて評価しております。
 
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項  
(1)計算期間末日の取扱い
平成23年7月10日が休日のため、前計算期間末日を平成23年7月11日としております。このため当計算期間は365
日となっております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあります。
 
3.追加情報
当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す
る会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目
前期

平成23年 7月11日現在
当期

平成24年 7月10日現在

1.計算期間末日における受益
権の総数

11,103,412,522口 9,389,173,904口

2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は2,962,514,927円です。

貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は4,792,827,110円です。

3.計算期間末日における１口
当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)

0.7332円
(7,332円)

0.4895円
(4,895円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記) 

前期
自 平成22年 7月13日
至 平成23年 7月11日

当期
自 平成23年 7月12日
至 平成24年 7月10日

1.分配金の計算過程
 
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額(99,082,521円)、有価証券売買等損
益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(115,715,345円)、および
分配準備積立金(303,536,647円)より分配対
象収益は、518,334,513円(１万口当たり466
円)ですが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当等収益および収益調整金相当額を充
当する方法によっております。

1.分配金の計算過程
 
計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額(109,585,976円)、有価証券売買等損
益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(167,350,649円)、および
分配準備積立金(277,793,617円)より分配対
象収益は、554,730,242円(１万口当たり590
円)ですが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当等収益および収益調整金相当額を充
当する方法によっております。

2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として委
託者報酬の中から支弁している額
 
報酬対象期間の日々におけるベビーファンド
の信託財産に属する当該マザーファンドの受
益証券の純資産総額に年率0.21%以内を乗じ
て日割り計算し、当該報酬対象期間に応じて
合計した金額

2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として委
託者報酬の中から支弁している額
 
同左

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目
前期

自 平成22年 7月13日
至 平成23年 7月11日

当期
自 平成23年 7月12日
至 平成24年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資
法人に関する法律第2条第4項に
定める証券投資信託として、親
投資信託受益証券等の金融商品
を主要投資対象とし、信託約款
に定める「運用の基本方針」に
基づき運用を行っております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融
商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品
の種類は、親投資信託受益証券、
コール・ローン等の金銭債権お
よび金銭債務です。また、当ファ
ンドが親投資信託受益証券への
投資を通じて保有する主な金融
資産は、株式、為替予約取引、株
価指数先物取引です。これらは、
株価変動リスク、為替変動リス
ク、株価指数等に係る価格変動
リスクなどの市場リスク、信用
リスク、流動性リスクに晒され
ております。

同左
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3.金融商品に係るリスク管理体
制

取引の執行については、投資対
象、投資制限等を規定した運用
ガイドラインに従って運用部門
が執行します。
管理部門は、運用ガイドライン
に則って適切な運用がされてい
るかおよび、運用結果の定期的
な検証を通じて、下記に掲げる
各種リスクが適切に管理されて
いることをモニタリングしてい
ます。
また、それらの状況は定期的に
開催される各委員会に報告さ
れ、状況の把握・確認が行われ
るほか、適切な運営について検
証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一
定の許容範囲内にあるかどうか
モニタリングし、リターンの大
きな変動を注視することで市場
リスクが適切に管理されている
ことを確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証
券格付や、証券や発行体への集
中投資制限をモニタリングし、
投資対象に関するこれらのリス
クが適切に管理されていること
を確認しています。
また、取引先の信用リスクにつ
いては、グループポリシーで認
められた相手に限定すること
で、これを管理しています。

同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目
前期

平成23年 7月11日現在
当期

平成24年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額

金融商品は原則として全て時価
評価されているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はあり
ません。

同左

2.金融商品時価の算定方法並び
に有価証券及びデリバティブ取
引に関する事項
 

(1)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、帳
簿価額は時価と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価として
おります。

(1)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
同左
 

(2)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関
する注記「1.有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載してお
ります。

(2)有価証券
売買目的有価証券
同左

(3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注
記に記載しております。

(3)デリバティブ取引
同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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種類

前期
平成23年 7月11日現在

当期
平成24年 7月10日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

親投資信託受益証券 △215,082,374 △2,055,542,737

合計 △215,082,374 △2,055,542,737

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
前期 (平成23年 7月11日現在)
該当事項はありません。
 
当期 (平成24年 7月10日現在)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記) 
前期 (自 平成22年 7月13日　至 平成23年 7月11日)
該当事項はありません。
 
当期 (自 平成23年 7月12日　至 平成24年 7月10日)
該当事項はありません。
 
(その他の注記)

項目
前期

自 平成22年 7月13日
至 平成23年 7月11日

当期
自 平成23年 7月12日
至 平成24年 7月10日

元本の推移
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額

 
17,561,083,911円
1,257,078,747円
7,714,750,136円

 
11,103,412,522円
2,071,004,903円
3,785,243,521円

 
(4)【附属明細表】
 
第1　有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

 
② 株式以外の有価証券

種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考

親投資信託
受益証券

ＵＢＳブラジル・インデックス・
マザーファンド

8,809,034,7344,548,985,536 

合計   4,548,985,536 

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
 
第2  信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
 
第3  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは「ＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
 
「ＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 

ＵＢＳブラジル・インデックス・マザーファンド
 

(1)貸借対照表

(単位：円)

 
平成23年 7月11日現在 平成24年 7月10日現在

金額 金額

資産の部   

流動資産   

預金 109,399,965 79,034,073

コール・ローン 8,471,061 9,243,353

株式 7,879,176,252 4,463,138,610

派生商品評価勘定 － 951,239

未収入金 29,930,251 700,270

未収配当金 43,804,102 20,642,549

未収利息 11 12

前払金 11,743,775 6,379,727

差入委託証拠金 35,347,963 13,652,909

流動資産合計 8,117,873,380 4,593,742,742

資産合計 8,117,873,380 4,593,742,742

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定 4,228,930 －

未払解約金 56,000,000 45,000,000

流動負債合計 60,228,930 45,000,000

負債合計 60,228,930 45,000,000

純資産の部   

元本等   

  　元本 10,543,253,567 8,809,034,734

剰余金   

 　   剰余金又は欠損金(△) △2,485,609,117△4,260,291,992

元本等合計 8,057,644,450 4,548,742,742

純資産合計 8,057,644,450 4,548,742,742

負債純資産合計 8,117,873,380 4,593,742,742
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(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
 
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
(1)株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
 
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買
相場の仲値によって計算しております。
 
4.収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
 
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取
引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却
時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の
外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあります。
 
6.追加情報
当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す
る会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目 平成23年 7月11日現在 平成24年 7月10日現在

1.計算期間末日における受益
権の総数

10,543,253,567口 8,809,034,734口

2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は2,485,609,117円です。

貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額
は4,260,291,992円です。

3.計算期間末日における１口
当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)

0.7642円
(7,642円)

0.5164円
(5,164円)

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目
自 平成22年 7月13日
至 平成23年 7月11日

自 平成23年 7月12日
至 平成24年 7月10日
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1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資
法人に関する法律第2条第4項に
定める証券投資信託として、株
式等の金融商品を主要投資対象
とし、信託約款に定める「運用
の基本方針」に基づき運用を
行っております。

同左

2.金融商品の内容及び当該金融
商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品
の種類は、株式等、為替予約取
引、株価指数先物取引、コール・
ローン等の金銭債権および金銭
債務です。これらは、株価変動リ
スク、為替変動リスク、株価指数
等に係る価格変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
なお、為替予約取引は、外貨建金
銭債権債務の為替変動リスクを
低減する目的で利用しておりま
す。
また、株価指数先物取引は、信託
財産に属する資産の効率的な運
用に資することを目的として利
用しております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体
制

取引の執行については、投資対
象、投資制限等を規定した運用
ガイドラインに従って運用部門
が執行します。
管理部門は、運用ガイドライン
に則って適切な運用がされてい
るかおよび、運用結果の定期的
な検証を通じて、下記に掲げる
各種リスクが適切に管理されて
いることをモニタリングしてい
ます。
また、それらの状況は定期的に
開催される各委員会に報告さ
れ、状況の把握・確認が行われ
るほか、適切な運営について検
証が行われます。
・市場リスク
ファンドのパフォーマンスが一
定の許容範囲内にあるかどうか
モニタリングし、リターンの大
きな変動を注視することで市場
リスクが適切に管理されている
ことを確認しています。
・信用リスク、流動性リスク
運用ガイドラインに従って、証
券格付や、証券や発行体への集
中投資制限をモニタリングし、
投資対象に関するこれらのリス
クが適切に管理されていること
を確認しています。
また、取引先の信用リスクにつ
いては、グループポリシーで認
められた相手に限定すること
で、これを管理しています。

同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目 平成23年 7月11日現在 平成24年 7月10日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額

金融商品は原則として全て時価
評価されているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はあり
ません。

同左

2.金融商品時価の算定方法並び
に有価証券及びデリバティブ取
引に関する事項
 

(1)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、帳
簿価額は時価と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価として
おります。

(1)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品
同左
 

(2)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関
する注記「1.有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載してお
ります。

(2)有価証券
売買目的有価証券
同左

(3)デリバティブ取引
デリバティブ取引等に関する注
記に記載しております。

(3)デリバティブ取引
同左

3.金融商品の時価等に関する事
項についての補足説明
 

デリバティブ取引に関する事項
についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における
名目的な契約額であり、当該金
額自体がデリバティブ取引のリ
スクの大きさを示すものではあ
りません。

同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類

平成23年 7月11日現在 平成24年 7月10日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)

株式 △696,385,504 △723,964,273

合計 △696,385,504 △723,964,273

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
平成23年 7月11日現在

区分 種類
契約額等(円)  

時価(円) 評価損益(円)
 うち1年超(円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引     

売   建     

米ドル 49,800,000－ 49,809,260△9,260

 合計 49,800,000－ 49,809,260△9,260

 
平成24年 7月10日現在

区分 種類
契約額等(円)  

時価(円) 評価損益(円)
 うち1年超(円)

市場取
引以外
の取引

為替予約取引     

売   建     

米ドル 39,400,000－ 39,345,55254,448
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 合計 39,400,000－ 39,345,55254,448

(注1)時価の算定方法
為替予約の時価
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価してお
ります。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物売買相場の仲
値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しておりま
す。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法に
よっております。
イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後２つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレート
により評価しております。

ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。

 
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
 
株式関連　
平成23年 7月11日現在

区分 種類
契約額等(円)  

時価(円) 評価損益(円)
 うち1年超(円)

市場
取引

株価指数先物取引     

買   建     

BOVESPA INDEX
Aug2011 180,803,304

－
176,583,634△4,219,670

 合計 180,803,304－ 176,583,634△4,219,670

 
平成24年 7月10日現在

区分 種類
契約額等(円)  

時価(円) 評価損益(円)
 うち1年超(円)

市場
取引

株価指数先物取引     

買   建     

BOVESPA INDEX
Aug2012

75,304,349－  76,201,140896,791

 合計 75,304,349－ 76,201,140896,791

(注1)
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原
則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベ－スで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を考慮しておりません。
 
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成22年 7月13日　至 平成23年 7月11日
該当事項はありません。
 

自 平成23年 7月12日　至 平成24年 7月10日
該当事項はありません。
 
(その他の注記) 
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項目
自 平成22年 7月13日
至 平成23年 7月11日

自 平成23年 7月12日
至 平成24年 7月10日

1.元本の推移   

本報告書における開示対象ファンドの期首
における当該親投資信託の元本額

16,945,045,208円 10,543,253,567円

期中追加設定元本額 183,251,665円 942,892,760円

期中一部解約元本額 6,585,043,306円 2,677,111,593円

2.計算期間末日における元本の内訳   

ＵＢＳブラジル・インデックス・ファンド 10,543,253,567円 8,809,034,734円

合計 10,543,253,567円 8,809,034,734円

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
　 ① 株式

通貨 銘柄 株式数
評価額

備考
単価 金額

米ドル BRASKEM SA-SPON ADR10,34312.54 129,701.22 

 小計   129,701.22 

    (10,311,246) 

ブラジル・
レアル

OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES
SA

470,0686.10 2,867,414.80
 

PETROLEO BRASILEIRO SA152,87219.883,039,095.36 

 PETROLEO BRASILEIRO SA-PF500,67519.209,612,960.00 

 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA16,72346.80 782,636.40 

 VANGUARDA AGRO SA1,239,8320.37 458,737.84 

 BRADESPAR SA-PF 27,08333.40 904,572.20 

 BRASKEM SA-PF A 47,35913.15 622,770.85 

 CIA SIDERURGICA NACIONAL SA119,28411.901,419,479.60 

 DURATEX SA 59,78210.94 654,015.08 

 FIBRIA CELULOSE SA 65,73515.17 997,199.95 

 GERDAU SA-PF 204,53417.663,612,070.44 

 KLABIN SA-PF 87,8868.90 782,185.40 

 METALURGICA GERDAU SA-PF44,41722.05 979,394.85 

 MMX MINERACAO E METALICOS SA178,6816.22 1,111,395.82 

 
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
GERAIS-PF A

229,9586.58 1,513,123.64
 

 
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
GERAIS SA

21,1307.61 160,799.30
 

 VALE SA 91,17540.793,719,028.25 

 VALE SA-PF A 286,95539.8811,443,765.40 

 EMBRAER SA 44,40013.39 594,516.00 

 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA120,8438.87 1,071,877.41 

 CCR SA 86,39616.521,427,261.92 

 
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
SA-PF

97,6358.25 805,488.75
 

 LLX LOGISTICA SA-ORD187,3002.30 430,790.00 

 LOCALIZA RENT A CAR26,70030.50 814,350.00 

 BROOKFIELD INCORPORACOES SA183,5003.31 607,385.00 

 CIA HERING 23,95937.60 900,858.40 
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CYRELA BRAZIL REALTY SA 
EMPREENDIMENTOS

142,05914.902,116,679.10
 

 GAFISA SA 557,8082.44 1,361,051.52 

 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
SA

187,45110.071,887,631.57
 

 
PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIP

879,7543.38 2,973,568.52
 

 ROSSI RESIDENCIAL SA191,7174.88 935,578.96 

 B2W COM GLOBAL DO VAREJO59,5846.62 394,446.08 

 LOJAS AMERICANAS SA-PF88,42713.181,165,467.86 

 LOJAS RENNER S.A. 21,59056.301,215,517.00 

 REFINARIA PETROLEO IPIRANGA-PF1,8525.78 10,720.30 

 
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
GRUPO-PF

11,31779.57 900,493.69
 

 BRF - BRASIL FOODS SA54,21529.501,599,342.50 

 CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-PF23,80677.151,836,632.90 

 CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-RCT6177.15 4,706.15 

 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO26,80131.20 836,191.20 

 JBS SA 136,7065.90 806,565.40 

 MARFRIG ALIMENTOS SA104,9739.42 988,845.66 

 SOUZA CRUZ SA 28,67228.43 815,144.96 

 HYPERMARCAS S.A 178,61012.162,171,897.60 

 NATURA COSMETICOS SA29,07646.221,343,892.72 

 DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA63,60013.00 826,800.00 

 BANCO BRADESCO SA-PF144,91630.704,448,921.20 

 BANCO DO BRASIL SA178,97119.443,479,196.24 

 BANCO SANTANDER BRASIL SA-UNIT89,97815.541,398,258.12 

 ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PF205,00029.255,996,250.00 

 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU SA-PF355,1438.79 3,121,706.97 

 BM&F BOVESPA SA 371,33811.094,118,138.42 

 BR MALLS PARTICIPACOES SA54,69322.791,246,453.47 

 CIELO SA 30,64360.201,844,708.60 

 REDECARD SA 58,64033.001,935,120.00 

 OI SA 30,84810.99 339,019.52 

 OI SA-PF 150,0189.54 1,431,171.72 

 TELEFONICA BRASIL SA-PF20,52951.451,056,217.05 

 TIM PARTICIPACOES SA139,50111.031,538,696.03 

 
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
SA-PF B

30,06119.56 587,993.16
 

 
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
SA

43,12614.10 608,076.60
 

 
CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRIC-PF

3,55458.71 208,655.34
 

 CIA ENERGETICA DE SAO PAULO-PF B17,07537.28 636,556.00 

 
CIA ENERGETICA DE MINAS
GERAIS-PF

37,96038.001,442,480.00
 

 CIA PARANAENSE DE ENERGIA-PF B15,27643.84 669,699.84 

 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP5,34877.58 414,897.84 

 CPFL ENERGIA SA 20,28224.30 492,852.60 

 
ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDAD-PF

32,30621.75 702,655.50
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 LIGHT SA 25,37824.11 611,863.58 

 小計   113,853,934.15 

    (4,452,827,364) 

合計   4,463,138,610 

   (4,463,138,610) 

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

 
(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計額に対する比率

米ドル 株式 1銘柄 100.0% 0.2%

ブラジル・レアル 株式 69銘柄 100.0% 99.8%

 
第2  信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
 

第3  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（平成24年8月31日現在）

「ＵＢＳブラジル・インデックス・ファンド」

Ⅰ　資産総額 4,634,916,114円

Ⅱ　負債総額 76,458,794円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,558,457,320円

Ⅳ　発行済口数 9,212,290,220口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4948円

 

（参考）「ＵＢＳブラジル・インデックス・マザ－ファンド」

Ⅰ　資産総額 4,702,167,487円

Ⅱ　負債総額 181,737,909円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,520,429,578円

Ⅳ　発行済口数 8,641,331,684口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5231円

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換の手続等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、信託の

受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が

効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない

事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証

券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券

の再発行の請求を行なわないものとします。

 

(2)受益者名簿

作成しません。

 

(3)受益者等に対する特典

該当ありません。

 

(4)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の

減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する

ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替

先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし

たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものと

します。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている

振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委

託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期

間を設けることができます。
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(5)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する

ことができません。

 

(6)受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再

分割できるものとします。

 

(7)償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に

おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受

益権で買付申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則

として買付申込者とします。）に支払います。

 

(8)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一

部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、

民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】（平成24年8月末日現在）

ａ 資本金の額                        22億円

ｂ 会社が発行する株式総数          86,400株

ｃ 発行済株式総数                  21,600株

ｄ 資本金の額の増減（最近5年間）　 該当事項はありません。

ｅ 会社の機構

① 経営体制

（取締役会）

委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも

３日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監

査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の

過半数をもってこれを行います。

取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役

の順序において上位にある者がその任に当たります。

（代表取締役および役付取締役）

代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。

代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。

取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める

ことができます。
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② 投資運用の意思決定機構

 

（平成24年8月末日現在）

※上記の体制は今後変更される場合があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基

づき委任された資産の運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金

融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は平成24年8月末日現在、以下のとおりです。（ただし、親投資信託は除

きます。）

 

種類 ファンド数 純資産総額（百万円）

単位型株式投資信託 1 5,669 

追加型株式投資信託 77 926,567

合計 78 932,236
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３【委託会社等の経理状況】

 

1．   財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等

規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第

52号）に基づいて作成しております。

 

2．   監査証明について

当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の

財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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1.  財 務 諸 表

（1）【貸借対照表】
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（2）【損益計算書】
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（3）【株主資本等変動計算書】
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重要な会計方針

1.  引当金の計上基準

（1）退職給付引当金

退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づ

き、必要額を計上しております。また過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。

退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。

第16期
（平成23年3月31日）

第17期
（平成24年3月31日）

6,411千円 7,876千円

 

（2）賞与引当金

役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

2.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

追　加　情　報　

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。

 

注　記　事　項

（貸借対照表関係）

*1　関係会社に対する資産及び負債 

各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。

（単位：千円）

 
第16期

（平成23年3月31日）
第17期

（平成24年3月31日）

現金・預金 514,565 2,685,819

未収入金 12,057 1,383

未収運用受託収益 3,932 4,044

その他未収収益 153,365 305,772

未払費用 47,495 111,449

 

（損益計算書関係）

*1　関係会社との取引 

各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。

その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関するサービスの提供

に伴う報酬を計上しております。

 

（単位：千円）

 
第16期

（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

運用受託報酬 9,428 3,626

その他営業収益 334,026 530,376
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事務委託費 171,540 150,692

給料・手当 79,276 42,399

賞与 19,787 -

営業雑経費 その他 10,124 40,527

 

（株主資本等変動計算書関係）

第16期（自　平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

1.   発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 21,600 - - 21,600

 

2.   配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年6月28日
定時株主総会

普通株式 1,544,40071,500 平成22年3月31日平成22年6月29日

 
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 

第17期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1.   発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 21,600 - - 21,600

 

2.　 配当に関する事項

（1）配当金支払額

該当事項はありません。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

第17期定時
株主総会

普通株式 利益剰余金 2,700,000125,000平成24年3月31日
第17期定時
株主総会の翌日

 

 

（金融商品関係）

1.　金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

現在、金融機関及びその他からの借入はありません。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分別保管された投資信

託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている
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信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えています。

 

2.　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。　

 

第16期（平成23年3月31日） （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

資産計

未払費用

未払法人税等

負債計

3,501,780

1,775,081

336,934

 　543,280

6,157,075

1,725,001

   683,561

2,408,562

3,501,780

1,775,081

336,934

 　543,280

6,157,075

1,725,001

   683,561

2,408,562

-

-

-

 　-

-

-

   -

 -

 

第17期（平成24年3月31日） （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

資産計

未払費用

未払法人税等

負債計

4,527,037

1,166,243

412,520

   755,597

6,861,398

1,350,117

   337,901

1,688,018

4,527,037

1,166,243

412,520

   755,597

6,861,398

1,350,117

   337,901

1,688,018

-

-

-

 　-

-

-

   -

 -

（注）1. 金融商品の時価の算定方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示しております。
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（注）2. 金銭債権の決算日後の償還予定額

 

第16期（平成23年3月31日） （単位：千円）

 １年以内 １年超

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

合計

　　3,501,780

1,775,081

336,934

   543,280

6,157,075

-

-

-

   -

-

 

第17期（平成24年3月31日） （単位：千円）

 １年以内 １年超

現金・預金

未収委託者報酬

未収運用受託報酬

その他未収収益

合計

4,527,037

1,166,243

412,520

   755,597

6,861,398

-

-

-

   -

-

 

（退職給付関係）

1.  採用している制度の概要

当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。

当社の確定給付企業年金契約は、当社、ユービーエス証券会社及びユービーエス・エイ・ジー銀行東京支店との共同結合契

約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。

 

2.  退職給付債務に関する事項 （単位：千円）

 
 

第16期
（平成23年3月31日）

第17期
（平成24年3月31日）

 (1) 退職給付債務 763,195 804,804

 (2) 年金資産   536,656   513,386

 (3) 退職給付引当金 226,539 291,417

 

3.  退職給付費用に関する事項 （単位：千円）

 

 
第16期

（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

 (1) 勤務費用 136,961 135,018

 (2) 利息費用 8,408 9,685

 (3) 期待運用収益 △2,537 △3,112

 (4) 数理計算上の差異の費用処理額 4,599 75,513

 (5) 過去勤務債務 　　40,425  　  　 -

 小計 187,857 217,104

 (6) 確定拠出年金拠出額 306 5,741

 (7) 特別退職金  　　8,428 　 42,845

 合計 196,591 265,690
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4.  退職給付債務等の計算の基礎に関する事項    

 
（1）退職給付見込額の期間配分方法　　　　　支給倍率基準

（2）割引率

第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

1.31% 1.00%

（3）期待運用収益率

第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

0.58% 0.58%

（4）過去勤務債務の処理年数　　　　　　　発生時一括処理

（5）数理計算上の差異の処理年数　　　　　発生時一括処理

 

（税効果会計関係）
 
1.  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

  
第16期

（平成23年3月31日）
第17期

（平成24年3月31日）

繰 延 税 金 資 産     

 未 払 費 用  33,500  25,940

 未払事務所税  2,400  3,120

 減価償却超過額  14,800  18,230

 未払事業税  53,700  26,240

 株式報酬費用  208,400  217,050

 退職給付引当金  351,100  251,610

 賞与引当金  48,600  41,890

 その他  2,000  1,780

 評価性引当額  -  -

合計  714,500  585,860
     

 

2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳

 
第16期

（平成23年3月31日）
第17期

（平成24年3月31日）

法定実効税率  40.65%  40.65%

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目  3.62%  3.44%

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  -  2.21%

その他  △0.11%  △0.20%

税効果会計適用後の法人税率等の負担率   44.16%   46.10%
     

 

3.  法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正　

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成

23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律第117号）が公布され平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これ

に伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の40.65％から、平成25年1月1日から平成27年12月31日までに解消

が見込まれる一時差異については38.01％に変更し、平成28年1月1日以降に解消が見込まれる一時差異については35.64％に変

更しております。この税率の変更により繰延税金資産の純額は52,030千円減少し、当事業年度に費用計上された法人税等調整額
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は同額増加しております。

 

（セグメント情報等）

1.  セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.  関連情報

(1)  製品及びサービスごとの情報

当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益

の記載を省略しております。

(2)  地域に関する情報

　　　売上高

第16期（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

日本 米国 その他 合計

1,630,090千円 1,369,297千円 685,755千円 3,685,144千円

委託者報酬 9,217,542千円については、制度上顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

第17期（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

日本 米国 その他 合計

1,305,482千円 1,381,070千円 917,011千円 3,603,563千円

委託者報酬 8,948,072千円については、制度上顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

 

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(3)  主要な顧客に関する情報

第16期（自 平成22年4月1日　至 平成23年3月31日）

相手先 売上高 関連するセグメント名

UBSグループ（*1） 2,055,053千円 投資運用

 

第17期（自 平成23年4月1日　至 平成24年3月31日）

相手先 売上高 関連するセグメント名

UBSグループ（*1） 2,298,081千円 投資運用

（注）委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

（*1） UBSグループは、UBS AG（本店：スイスのバーゼルおよびチューリッヒ）を中心に、世界の主要な金融センター

を含む50カ国で金融サービスを提供する金融グループです。
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（関連当事者情報）

1.　関連当事者との取引

 

第16期（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

（1）親会社

種
類

会社等の名称 住  所
資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権の
所有 (被
所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親
会
社

ユービーエス.エ
イ.ジー（ロンド
ン証券取引所他
上場）

スイス・
チュー
リッヒ

3.8億スイ
スフラン

銀行、証
券業務

(被所有）
100%

金銭の預入れ、
資産運用業務及
びそれに関する
事務委託等、人
件費

金銭の預入れ  現金 ・ 預金 514,565

増加 5,274,305  

減少 4,981,191  

  未収入金 12,057

その他営業収益 334,026その他未収収益 153,365

運用受託報酬 9,428未収運用受託報酬 3,932

事務委託費 171,540未払費用 47,495

給料・手当 79,276  

賞与 19,787  

営業雑経費-その他 10,124  

    

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.  人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.  取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

（2）兄弟会社等

種
類

会社等の名称 住  所
資本金又
は出資金

事業
の
内容
又
は職
業

議決権の
所有(被
所

有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金
額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)
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親
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
の
 
 
 
子
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
等

ユービーエス証券
会社

東京都千代田区
大手町

600億円
証券
業

なし

資産運用業
務

運用受託報酬 11,949未収入金 132,611

人件費の立
替

人件費（受
取）

45,963
未収運用受託報
酬

5,004

人件費、社会
保険料など
の
立替

事務委託費 276,412  

不動産賃借料 254,126未払費用 227,983

UBS Securities 
LLC

米国・ウィルミ
ントン

22,205百
万

米国ドル

サー
ビ
ス業

なし
人件費の立
替

給料・手当 132 - -

UBS Realty 
Investors LLC

米国・ボストン
9.3百万
米国ドル

資産
運
用業

なし
人件費の立
替

給料・手当 14,864未払費用 127

UBS Fund 
Management 

(Switzerland) AG

スイス・バーゼ
ル

1百万
スイス
フラン

資産
運
用業

なし
資産運用業
務

運用受託報酬 18,043
未収運用受託報
酬

611

UBS Global Asset
Management 
(Australia) Ltd

オーストラリア
・シドニー

8百万
オースト
ラリアド
ル

資産
運
用業

なし

資産運用業
務
及び、それに
関する事務
委
託等

その他営業収
益

164,224その他未収収益 9,743

事務委託費 271,073未払費用 86,409

    

UBS Global Asset
Management 
(Singapore) 

Holdings Pte Ltd

シンガポール

4.0百万
シンガ
ポールド
ル

資産
運
用業

なし

人件費の立
替

その他営業収
益

3,666その他未収収益 3,666

資産運用業
務
に関する事
務
委託

人件費（受
取）

21,767未払費用 24,098

事務委託費 38,862  

UBS Global Asset
Management (UK) 

Ltd
英国・ロンドン

125百万
英国ポン
ド

資産
運
用業

なし

資産運用業
務
及び、それに
関する事務
委
託等

その他営業収
益

32,254その他未収収益 15,223

運用受託報酬 77,805
未収運用受託報
酬

25,553

事務委託費 424,335未払費用 221,711

UBS Global AM 
Holdings Ltd

英国・ロンドン
151.4百万
英国ポン
ド

資産
運
用業

なし
人件費の立
替

人件費（受
取）

16,084未収入金 2,773

UBS Global Asset
Management 
(Americas) Inc

米国・シカゴ 1米国ドル
資産
運
用業

なし

資産運用業
務
及び、それに
関する事務
委
託等

その他営業収
益

347,918その他未収収益 108,209

事務委託費 170,328未払費用 72,535

給料・手当 48,596  

UBS Alternative 
and Quantitative
Investment LLC

米国・ウィルミ
ントン

10万
米国ドル

資産
運
用業

なし 兼業業務
その他営業収
益

583,691その他未収収益 152,478

UBS O'Connor LLC米国・シカゴ
１百万
米国ドル

資産
運
用業

なし 兼業業務
その他営業収
益

437,687その他未収収益 100,594

UBS Fund 
Management Lux. 

SA
ルクセンブルグ

10百万
ユーロ

資産
運
用業

なし
資産運用業
務

運用受託報酬 33,290
未収運用受託報
酬

967

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.  事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。

　人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.  立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。

3.  取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

第17期（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）
 

（1）親会社

EDINET提出書類

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社(E12473)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

70/81



属
性

会社等の名称 住  所
資本金又
は出資金

事業の
内容又
は職業

議決権の
所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

親
会
社

ユービーエス.エ
イ.ジー（ロンド
ン証券取引所他
上場）

スイス・
チュー
リッヒ

3.8億スイ
スフラン

銀行、証
券業務

(被所有）
100%

金銭の預入れ、
資産運用業務及
びそれに関する
事務委託等、人
件費

金銭の預入れ  現金 ・ 預金 2,685,819

増加 4,896,377  

減少 2,591,640  

  未収入金 1,383

運用受託報酬 3,626未収運用受託報酬 4,044

その他営業収益 530,376その他未収収益 305,772

事務委託費 150,692未払費用 111,449

給料・手当 42,399  

営業雑費用-その他 40,527  

    

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.   人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.   取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

　

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

（2）兄弟会社等

属
性

会社等の名称 住  所
資本金又
は 出資金

事業の
内容又
は職業

議決権の
所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)
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親
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
の
 
 
 
子
 
 
 
会
 
 
 
社
 
 
 
等

ユービーエス証券
会社

東京都千代田区
大手町

600億円 証券業 なし

資産運用業務 運用受託報酬 10,573未収運用受託報酬 4,480

人件費の立替 人件費（受取） 42,839未収入金 234,931

人件費、社会
保険料などの
立替

事務委託費 281,133  

不動産関係費 235,256未払費用 231,336

UBS Securities 
LLC

米国・ウィルミ
ントン

22,205百万
米国ドル

サービ
ス業

なし 人件費の立替 給料・手当 53 - -

UBS Realty 
Investors LLC

米国・ボストン
9.3百万
米国ドル

資産運
用業

なし 人件費の立替 給料・手当 5,713 - -

UBS Fund 
Management 

(Switzerland) AG

スイス・バーゼ
ル

1百万
スイス
フラン

資産運
用業

なし 資産運用業務 運用受託報酬 10,920未収運用受託報酬 502

UBS Global Asset
Management 
(Australia) Ltd

オーストラリア
・シドニー

40百万
オースト
ラリアドル

資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

その他営業収益 182,048その他未収収益 40,403

事務委託費 392,957未払費用 108,002

    

UBS Global Asset
Management 
(Singapore) 
Holdings Pte Ltd

シンガポール
4百万
シンガ
ポールドル

資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

その他営業収益 16,609その他未収収益 4,424

事務委託費 56,861未払費用 23,047

    

UBS Global Asset
Management (UK) 

Ltd
英国・ロンドン

125百万
英国ポンド

資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

運用受託報酬 72,139未収運用受託報酬 30,761

その他営業収益 78,795その他未収収益 13,851

事務委託費 266,409未払費用 106,036

UBS Global AM 
Holdings Ltd

英国・ロンドン
151.4百万
英国ポンド

資産運
用業

なし 人件費の立替 人件費（受取） 20,263 - -

UBS Global Asset
Management 
(Americas) Inc.

米国・シカゴ 1米国ドル
資産運
用業

なし

資産運用業務
及び、それに
関する事務委
託等

運用受託報酬 8,634未収運用受託報酬 6,845

その他営業収益 339,396その他未収収益 103,751

事務委託費 221,183未払費用 43,004

給料・手当 75  

UBS Alternative 
and Quantitative
Investments LLC

米国・ウィルミ
ントン

10万
米国ドル

資産運
用業

なし 兼業業務 その他営業収益 639,715その他未収収益 164,926

UBS O'Connor LLC米国・シカゴ
１百万
米国ドル

資産運
用業

なし 兼業業務 その他営業収益 277,150その他未収収益 87,827

UBS Fund 
Management 
(Luxembourg) S.

A.

ルクセンブルグ
10百万
ユーロ

資産運
用業

なし 資産運用業務 運用受託報酬 38,577未収運用受託報酬 1,295

UBS / Gemdale 
Investment 
Management 
Limited

モーリシャス　　
　共和国

2万米国ドル
資産運
用業

なし 兼業業務 その他営業収益 12,546その他未収収益 12,546

UBS Global Asset
Management 
(HongKong) 
Limited

香港
25百万
香港ドル

資産運
用業

なし 資産運用業務

その他営業収益 3,292その他未収収益 4,295

事務委託費 36,311未払費用 9,708

    

取引条件及び取引条件の決定方針等

1.  事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。

　人件費は、出向者に対する実際支払額を基として決定しております。

2.  立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。

3.  取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

 

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（1株当たり情報）

 

 第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益

194,200円33銭
66,773円73銭

253,054円61銭
58,854円27銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 第16期
（自 平成22年4月 1日
　至 平成23年3月31日）

第17期
（自 平成23年4月 1日
　至 平成24年3月31日）

当期純利益（千円） 1,442,312 1,271,252

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,442,312 1,271,252

普通株式の期中平均株式数（株） 21,600 21,600

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて

います。

①   自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠

け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも

のを除きます。)。

②   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を

害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委託者の総株

主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と

して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権

の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定

める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ

と。

④   委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは

市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤   上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しく

は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

(1) 定款の変更

当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

 

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称
資本金の額

(平成24年4月1日現在)
事業の内容

三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円

銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律
（兼営法）に基づき信託業務も営ん
でいます。

 

（2）販売会社

名称 資本金の額 事業の内容

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
10,000百万円

(平成24年3月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

株式会社紀陽銀行
80,096百万円

(平成24年3月末日現在)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
けて銀行業を営んでいます。

ＵＢＳ証券株式会社
66,850百万円

(平成24年7月末日現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
金融商品取引業を営んでいます。

 

 (3) マザーファンドの投資顧問会社

名称
資本金の額

(平成24年8月末日現在)
事業の内容

ユービーエス
・グローバル・アセット・マネ
ジメント（ＵＫ）リミテッド

125百万英ポンド
（日本円換算　
約15,515百万円）

内外の有価証券等に関する投資顧問
業務およびその業務に付帯する一切
の業務を営んでいます。

※  平成24年8月31日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１英ポンド＝

124.12円）により円換算し、四捨五入して表示しています。

 

２【関係業務の概要】

 

(1) 受託会社

ファンドの受託者として、受益権の通知、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

　　　なお、受託会社は信託業務の一部を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託します。

 

(2) 販売会社

ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売業務および一部解約金・償還金、収益

分配金の支払い・再投資等に関する事務等を行います。

ただし、ＵＢＳ証券株式会社は、運用に必要な最低限の資金のために、委託会社の関係会社により

買付を行う場合の募集等の取扱いのみを行います。一般投資家向けの募集等の取扱いは行いませ

ん。

 

(3) マザーファンドの投資顧問会社

委託者から運用指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの投資顧問会社として、信託財産

の運用指図を行います。
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３【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

 

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

(3) マザーファンドの投資顧問会社

該当事項はありません。

 
＜再信託受託会社の概要＞
 

　名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

　資本金の額：51,000百万円（平成24年3月末日現在）

　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信

託業務を営んでいます。

　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会

社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社

へ移管することを目的とします。
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第３【参考情報】

当計算期間において、下記の書類が提出されております。

 

平成23年10月7日              有価証券届出書および有価証券報告書提出

平成23年12月9日              有価証券届出書の訂正届出書提出

平成24年4月9日               有価証券届出書および半期報告書提出
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独立監査人の監査報告書

平成24年8月31日

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
　取 締 役 会 　　御　中

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 英　公一　　印

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 湯原　尚　　印

 
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＵＢＳブラジル・インデックス・ファンドの平成
23年7月12日から平成24年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ＵＢＳブラジル・インデックス・ファンドの平成24年7月10日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
 
利害関係
　ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人
又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 

(注)　１．上記は、当社（本書提出会社）が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したもので
あり、その原本は当社が別途保管しております。

　　　２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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    委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書

平成２４年６月２６日

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
　取 締 役 会 　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 上 野 佐 和 子　印

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊　藤　志　保　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「経理の状況」に掲げられているユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式
会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第１７期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社の平成２４
年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上
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(注)　上記は、当社（本書提出会社）が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を

電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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